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「
第
７
分
野

女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
」

に
関
す
る
取
組

(
内
閣

府
男
女
共
同
参
画
局
所
管
部
分
）

１
女
性

に
対
す

る
暴

力
の

予
防

と
根

絶
の

た
め
の
基
盤

づ
く
り


女

性
に

対
す

る
暴
力

を
な
く
す
運
動
（
毎
年
1
1月

1
2
日
～
2
5
日

）

２
配
偶

者
等
か

ら
の

暴
力

の
防

止
及

び
被

害
者
の
保
護

等
の
推

進


Ｄ

Ｖ
防

止
法

の
一
部

改
正
（
R
1
.
6
.
2
6）

・
児
童

虐
待

防
止
対
策
と
連
携
し
た
取
組
（
児
童
虐
待

防
止
対

策
の
抜

本
的
強
化

(
H
3
1
.
3)
を
受
け
た
措
置
）

・
改

正
法
附

則
に
お
い
て
以
下
の
検
討
事
項
を
規
定

①
通
報

の
対
象
と
な
る
暴
力
の
形
態
、
保
護
命
令

の
申
立

が
可
能

と
な
る
被

害
者

の
範

囲
の
拡

大
に
関
す

る
検
討

②
加
害

者
の
地
域
社
会
に
お
け
る
更
生
の
た
め
の

指
導
及

び
支
援

の
在
り
方

に
関

す
る

検
討


Ｄ

Ｖ
被

害
者

等
の
た
め
の
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
を
活

用
し
た
施

策
の

推
進

(
パ
イ

ロ
ッ
ト
事

業
の

実
施
）

４
性
犯

罪
へ
の

対
策

の
推

進


性

犯
罪

・
性

暴
力
被

害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
支
援
セ

ン
タ

ー
の

整
備
促

進

・
平
成

2
9
年
度

交
付
金
創
設
、

平
成
3
0
年
1
0月

全
て

の
都

道
府
県

に
お
い
て

整
備

５
子
供

に
対
す

る
性

的
な

暴
力

の
根

絶
に

向
け
た
対
策

の
推
進


い

わ
ゆ

る
ア

ダ
ル
ト

ビ
デ
オ
出
演
強
要
問
題
・
「

Ｊ
Ｋ
ビ
ジ

ネ
ス

」
問

題
等
へ

の
対
応

８
セ
ク

シ
ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
対

策
の
推
進


「

セ
ク

シ
ュ

ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化

に
つ
い
て

～
メ

デ
ィ

ア
・
行

政
間
で
の

事
案

発
生

を
受
け

て
の
緊
急
対
策
～
」
の
取
り
ま
と
め

【
女
性
に

対
す
る

暴
力

に
関

す
る

専
門

調
査

会
に
お
け
る

審
議
状

況
(
H
2
7
～
)
】


若

年
層

を
対

象
と
し

た
性
的
な
暴
力
の
現
状
と
課

題
～
い
わ

ゆ
る

「
Ｊ

Ｋ
ビ
ジ

ネ
ス
」
及

び
ア

ダ
ル

ト
ビ
デ

オ
出
演
強
要
の
問
題
に
つ
い
て
～
(
H2
9
.
3
.
1
4
)


セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
現
状
と

課
題
(
H3
1
.
4
.
8
)

第
４
次
基
本
計
画
策
定
後
の
主
な
取
組
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「男女間における暴力に関する調査結果」（平成30年３月）年より抜粋

１．配偶者からの被害経験（性別） 

２．無理やりに性交等された経験 

〔女性〕 〔男性〕

何度も
あった

１、２度
あった

まったく
ない

無回答
あった
（計）

何度も
あった

１、２度
あった

まったく
ない

無回答
あった
（計）

配偶者からの被害経験の有無 (31.3) (19.9)

Ａ 身 体 的 暴 行 (19.8) (14.5)

Ｂ 心 理 的 攻 撃 (16.8) (10.0)

Ｃ 経 済 的 圧 迫 (10.0) (2.9)

Ｄ 性 的 強 要 (9.7) (1.5)

0 25 50 75 100
(%)

(ｎ=1,366) (ｎ=1,119)

0 25 50 75 100
(%)

あった（計） あった（計）

4.8

1.7

3.5

1.1

0.2

15.1

12.8

6.5

1.8

1.3

78.9

83.7

87.9

94.7

96.0

1.2

1.8

2.1

2.4

2.5

13.8

5.3

7.8

5.2

3.8

17.5

14.5

9.0

4.8

5.9

66.9

78.0

79.5

86.2

86.3

1.8

2.2

3.7

3.9

4.0

１人からあった
　２人以上から
　あった

まったくない 　無回答
あった
（計）

(ｎ)

総 数 (3,376人) (4.9)

女 性 (1,807人) (7.8)

男 性 (1,569人) (1.5)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)

あった（計）

3.9

6.1

1.3

1.0

1.7

0.2

88.2

84.8

92.2

6.9

7.4

6.4

13.8 

(7.8) 
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配偶者からの暴力に関するデータ 
 

１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数 

11,035 12,758 14,692 14,864 16,688 17,662 19,131 20,941 21,821 22,640 25,250
30,060 31,855 34,072 33,418 32,385 34,849

23,950
29,820

33,736 36,475
40,705 43,004

47,107
49,849

53,134
57,236

60,686

64,797
65,895

72,246 69,780 70,043
75,964

958

647

901
806

1,135
1,412

1,958
2,002

2,379
2,223

3,554

5,104
5,213

4,854
3,169 3,682

3,668

35 ,943
43 ,225

49 ,329
52 ,145

58 ,528
62 ,078

68 ,196
72 ,792

77 ,334
82 ,099

89 ,490

99 ,961
102,963

111,172
106,367 106,110

114,481

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

14年度

(2002)

15年度

('03)

16年度

('04)

17年度

('05)

18年度

('06)

19年度

('07)

20年度

('08)

21年度

('09)

22年度

('10)

23年度

('11)

24年度

('12)

25年度

('13)

26年度

('14)

27年度

('15)

28年度

('16)

29年度

('17)

30年度

('18)

その他

電 話

来 所

（件）

 
（備考） 

１．配偶者からの暴力の被害者からの相談等を受理した件数。 

２．配偶者とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 

３．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という。）の法改正

を受け、平成 16年 12月２日施行以降、離婚後に引き続き暴力等を受けた事案についても計上。 

なお、「離婚」には、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含む。 

４．法改正を受け、平成 20年１月 11日施行以降、生命等に対する脅迫を受けた事案についても計上。 

５．法改正を受け、平成 26 年１月３日施行以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類

する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上。 

６．全国の配偶者暴力相談支援センターの設置数は、令和年７月１日現在、287 か所（うち、市町村の設置数は

114か所）。 

７．同一相談者が複数回相談した場合は、重複して計上。 

 

２ 警察における配偶者からの暴力事案等の相談等件数 

3,608

14,140 12,568
14,410

16,888 18,236
20,992

25,210
28,158

33,852 34,329

43,950

49,533

59,072
63,141

69,908
72,455

77,482

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

13年

(2001)

14年

('02)

15年

('03)

16年

('04)

17年

('05)

18年

('06)

19年

('07)

20年

('08)

21年

('09)

22年

('10)

23年

('11)

24年

('12)

25年

('13)

26年

('14)

27年

('15)

28年

('16)

29年

('17)

30年

('18)

平成

（件）

 
（備考） 

１．配偶者からの身体に対する暴力の相談等を受理した件数。 

２．平成 13年は、配偶者暴力防止法の施行日（10月 13日）以降の件数。 

３．「配偶者」の定義及び法改正の関係は「１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」の（備考）の

２～５に同じ。 

資料出所：内閣府調べ 

 

資料出所：警察庁調べ 
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３ 婦人相談所における一時保護件数 

2,287 2,151 2,006 2,011 1,794 1,929 1,947 1,944 1,778 1,747 1,816 1,759 1,665 1,395 1,410 1,172

3,974 4,296 4,535 4,438 4,565 4,549 4,666 4,681 4,579 4,312 4,373 4,366 4,143
3,722

3,214
3,000

4,642
5,029

5,518 5,285 5,478 5,529 5,532 5,535
5,509

5,187 5,376 5,498
5,274

4,577

4,018

3,793

10,903
11,476

12,059
11,734 11,837 12,007 12,145 12,160

11,866
11,246

11,565 11,623
11,082

9,694

8,642
7,965

0

5,000

10,000

15,000

14年度

(2002)

15年度

('03)

16年度

('04)

17年度

('05)

18年度

('06)

19年度

('07)

20年度

('08)

21年度

('09)

22年度

('10)

23年度

('11)

24年度

('12)

25年度

('13)

26年度

('14)

27年度

('15)

28年度

('16)

29年度

('17)

同伴する家族

夫等の暴力を理

由とする者

夫等の暴力を理

由とする者以外

（人）

平成

 
資料出所：厚生労働省調べ 

（備考） 

婦人相談所は、売春防止法に基づき各都道府県に必ず１つ設置。配偶者暴力防止法に基づき、被害者及びその同

伴家族の一時保護を、婦人相談所又は厚生労働大臣が定める基準を満たす施設において行っている。婦人相談所

は、配偶者からの暴力の被害者以外に、帰住先がない女性や、人身取引被害者等の一時保護を行っている。 

 

 

４ 配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数 

1,128

1,468
1,717

2,141 2,208 2,186

2,524 2,411 2,434

2,137

2,482
2,312

2,528
2,400

2,082
1,826

1,700

64

81

75

147
146 140

169
150 176

144

166

172

161
139

144

135
120

206

273

341

430
415 431

450
526 504

458

504

500

436

431

406

332
357

1,398

1,822

2,133

2,718 2,769 2,757

3,143 3,087 3,114

2,739

3,152
2,984

3,125
2,970

2,632

2,293
2,177

0

1,000

2,000

3,000

4,000

14年

('02)

15年

('03)

16年

('04)

17年

('05)

18年

('06)

19年

('07)

20年

('08)

21年

('09)

22年

('10)

23年

('11)

24年

('12)

25年

('13)

26年

('14)

27年

('15)

28年

('16)

29年

('17)

30年

('18)

取下げ等

却下

認容

(保護命令発令)

(件）

  
資料出所：最高裁判所提供の資料より作成 

（備考） 

配偶者暴力防止法に基づき、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、その後、

配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害

者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対し保護命令を発する。 

なお、「配偶者」の定義及び法改正の関係は、「１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」の（備考）

の２～５に同じ。 

平成 
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５ 配偶者間（内縁を含む）における犯罪の性別被害者の割合（平成 30 年・検挙件数） 

90.8%(6,960件)

55.6%(85件)

92.7%(2,489件)

90.8%(4,386件)

9.2%

(707件)

44.4%(68件)

7.3%

(195件)

9.2%

(444件)

0 20 40 60 80 100

総数(7,667件)

殺人(  153件)

傷害(2,684件)

暴行(4,830件)

女性配偶者の割合 男性配偶者の割合

( )

 
資料出所：警察庁調べ 

（備考） 

平成 30年の犯罪統計に基づき、犯行の動機・目的にかかわらず、配偶者間で行われた殺人（未遂を含む）、傷害、

暴行を計上。全てが配偶者からの暴力を直接の原因とするものではなく、例えば、殺人では嘱託殺人、保険金目

的殺人等、多様なものを含む。なお、主たる被疑者の性別により計上。 

 

６ アンケート調査による被害経験 

 
配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」の

いずれかを１つでも受けたことがある。 

 

4.8 

13.8 

15.1 

17.5 

78.9 

66.9 

1.2 

1.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男 （1,119人）

女 （1,366人）

n

（％）

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 あった（計）

（19.9）

（31.3）

あった（計）

 
資料出所：内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 29年度調査）より作成 

（備考） 

全国 20 歳以上の男女 5,000 人を対象に行った無作為抽出アンケート調査による（有効回収数（率）：3,376 人

（67.5％））。「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」はそれぞれ以下のとおり。 

１．身体的暴行：なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行を受

けた。 

２．心理的攻撃：人格を否定するような暴言や交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視したり、長期

間無視するなどの精神的な嫌がらせを受けた、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるので

はないかと恐怖を感じるような脅迫を受けた。 

３．経済的圧迫：生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されたなど。 

４．性的強要：嫌がっているのに性的な行為を強要された、見たくないポルノ映像等を見せられた、避妊に協力

しないなど。 
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令
和
元
年
度
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
の
主
な
取
組
に
つ
い
て

毎
年

11
月

12
日
か
ら

11
月

25
日
（
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）
ま
で
の
２
週
間
、
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」

と
し
て
、
関
係
団
体
と
連
携
、
協
力
の
下
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
問
題
に
関
す
る
取
組
を
一
層
強
化
す
る
た
め
の
広
報
活
動
を
実
施
。

○
総
理
と
児
童
虐
待
対
策
及
び

D
V対

策
の
関
係
者
と
の
意
見
交
換
（

11
/1

)
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
（

11
月
）
と
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
が
連
携
し
て
啓
発
活
動

を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
の
関
係
者
が
総
理
と
意
見
交
換
を
実
施
。

総
理
か
ら
は
「
Ｄ
Ｖ
の
根
絶
と
、
子
供
た
ち
の
命
を
守
る
た
め
に
、
全
力
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
」

と
の
発
言
が
、
橋
本
大
臣
か
ら
は
「
Ｄ
Ｖ
対
策
に
向
け
た
広
報
啓
発
や
民
間
団
体
と
連
携
し
た
被
害
者

支
援
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

○
厚
生
労
働
省
と
協
同
し
た
「

W
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
」
の
作
成
・
配
布

厚
生
労
働
省
と
協
同
し
て
、
児
童
虐
待
対
応
と
Ｄ
Ｖ
対
応
の
連
携
強
化
の
象
徴
と
し
て
、

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
と
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た

W
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、

閣
僚
、
関
係
国
会
議
員
、
在
外
公
館
大
使
、
各
都
道
府
県
知
事
等
に
配
布
。

○
D

Vと
児
童
虐
待
防
止
の
連
携
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
配
布
、

広
告
バ
ナ
ー
・

SN
Sを

活
用
し
た
広
報
、
特
集
サ
イ
ト
の
開
設

D
Vと

児
童
虐
待
の
関
係
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
ポ
ス
タ
ー
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、

全
国
の
自
治
体
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
等
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
広
告
バ
ナ
ー
や

SN
S、

「
D

Vと
児
童
虐
待
」
特
集
サ
イ
ト
な
ど
の
各
種
媒
体
を
活
用
し
、
幅
広
く
広
報
を
展
開
。

○
Ｗ
リ
ボ
ン
贈
呈
式
（

10
/2

8）
ミ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
世
界
大
会
出
場
者
（
約

80
名
）
に
Ｗ
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
を
贈
呈
し
、

日
本
滞
在
期
間
中
（
約
１
カ
月
間
）
の
バ
ッ
ジ
着
用
に
よ
る
取
組
の
周
知
に
向
け
た
協
力
を
依
頼
。

○
パ
ー
プ
ル
・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
や
京
都
タ
ワ
ー
な
ど
、
全
国
の
タ
ワ
ー
や
商
業
施
設
等
に
お
い
て
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
根
絶
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
あ
る
紫
色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
を
呼
び
か
け
る
活
動
を
実
施
。

※
令
和
元
年
度
は
全
国

18
0か

所
以
上
で
実
施
予
定

＜
平
成

30
年
度
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
写
真
＞

＜
令
和
元
年
度
ポ
ス
タ
ー
＞

＜
Ｗ
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
＞

＜
Ｗ
リ
ボ
ン
贈
呈
式
＞

＜
関
係
者
と
懇
談
す
る
総
理
、

加
藤
大
臣
、
橋
本
大
臣
＞

＜
Ｗ
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
着
用
＞

（
官
邸

H
P掲

載
写
真
）

内
閣

府
D
V
 児

童
虐

待
検

索

「
Ｄ
Ｖ
と
児
童
虐
待
」

特
集
サ
イ
ト
は

こ
ち
ら
か
ら
👉👉
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児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成 31年 3月 19日児童虐待防止

対策に関する関係閣僚会議決定）【ＤＶ関連部分抜粋】 

２ 児童虐待の発生予防・早期発見 

⑧ ＤＶの特性や子どもへの影響等に係る啓発活動の推進

・女性に対する暴力をなくす運動の機会に、予防啓発に加え、ＤＶの特性や子どもへの影

響を周知するとともに、被害の早期発見・早期介入に向けて関係機関への被害の通報を

促す等、国民の意識向上のための啓発活動の推進を図る。

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

（６）ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化等

① ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化

法・児童相談所と婦人相談所・配偶者暴力相談支援センターとの情報共有・連携体制を

強化する。

・配偶者からの暴力がある家庭とその家庭における児童虐待について、ＤＶ対応を行

う機関と児童虐待への対応を行う機関のそれぞれの情報を包括的にアセスメントす

るリスク判断の手法や、各機関の連携方法を含めた適切な対応の在り方について、

調査研究し、ガイドラインを策定する。その際、ＤＶに関する有識者や支援を実際に

行っている者を含め、実践を踏まえたよりよい支援の在り方を、ケーススタディに

基づき検討する。

・法的問題の解決が必要な児童虐待事案及び児童虐待を伴うＤＶ事案について、法テ

ラスの法律相談援助等の利用を促進する。

・配偶者暴力相談支援センター及びＤＶ被害者支援のための民間シェルター並びに児

童相談所を対象として、ＤＶと児童虐待の特性・関連性に関する理解の促進や、関係

機関における的確な連携強化により、被害の早期発見・早期介入に向けた支援に資

する取組を進める。

・民間シェルターにおけるＤＶ被害者とその子どもに対する支援の実態を把握すると

ともに、民間シェルターにおけるＤＶと虐待の特性や関連性への理解を拡大する取

組を推進する。

・ＤＶ被害者が、児童虐待がある場合にも安心して早期に配偶者暴力相談支援センタ

ー、民間シェルター等に相談できるとともに、被害親子に寄り添った保護が行われ

るよう、配偶者暴力相談支援センター等の対応力向上のための取組を支援する。

・ＤＶ被害者支援における、危険度判定（リスクアセスメント）及び加害者対応（加

害者プログラム等）の在り方の検討及び実証的研究を進めることにより、機関間連

携及び加害者による虐待の危険性の把握も含めた支援体制の充実を図る。

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの主管部（局）の行政職

員を対象として、性虐待に関する専門的知識や関係機関との連携の在り方等に関す

る研修を強化するとともに、ワンストップ支援センターにおいて児童相談所と連携

して性虐待に対応した好事例を収集し、全国の支援センター・関係機関に共有する。

・関係機関の連携をより強化するため、内閣府において作成したＤＶ被害者支援に係

る手引き・マニュアルを改訂するとともに、児童相談所を始めとする関係機関への

周知徹底を図る。
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発 令

連
携

連
携

配偶者暴力相談支援センター

○ 相談又は相談機関の紹介
○ カウンセリング
○ 緊急時における安全の確保
○ 一時保護（婦人相談所）
○ 自立支援・保護命令利用・

シェルターの利用についての
情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

（民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
・母
子
生
活
支
援
施
設

等
）

委託

国 民

（医師等）

情報提供努力義務

① 発見した者による通報
の努力義務

② 医師等は通報すること
ができる
（被害者の意思を尊重
するよう努める）

警 察

○ 暴力の防止
○ 被害者の保護
○ 被害発生防止のために

必要な措置・援助

相 談

援 助

保 護

地

方

裁

判

所

保護命令の申立て

・被害者の配偶者からの身体
に対する暴力

・被害者の配偶者からの生命等
に対する脅迫

＊配偶者暴力相談支援セン
ター・警察への相談等が
ない場合、公証人面前
宣誓供述書を添付

保護命令発令の通知

保護命令

○ 被害者への接近禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
○ 電話等禁止命令
○ 退去命令－（２か月）

－（６か月）
民間団体

相 手 方
申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む。）、生活

の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠
を共にする交際相手

連携

配偶者暴力防止法の概要（チャート）

被 害 者

国や地方公共団体は・・・
○ 主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣）による基本方針の策定
○ 都道府県・市町村による基本計画の策定（市町村については努力義務）

＊配偶者暴力相談支援センター
への通知は、センターへの
相談等があった場合のみ

保護命令違反に対する罰則
１年以下の懲役 又は １００万円以下の罰金

福祉事務所

○ 自立支援等
母子生活支援施設
への入所、保育所
への入所、生活
保護の対応、児童
扶養手当の認定

等

地裁の請求に基づく書面提出等

児童相談所
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を 

改正する法律（令和元年法律第 46号） 

【ＤＶ防止法改正部分抜粋】 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 

３（略） 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道

府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適

切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

【改正法附則部分抜粋】 

附 則 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年（注１）を目途に、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる

同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態(注２)並びに同法第十条第一項から第四項ま

での規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡

大（注３）について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害

者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（注１）この法律は、令和２年４月１日から施行されるが、附則８条の規定は、公布の日

（令和元年６月26日）を施行日とする。 

（注２）通報の対象となる配偶者からの暴力は、身体に対するものに限る。 

（注３）保護命令の申立ては、配偶者からの身体に対する暴力を受けている被害者が更なる

身体に対する暴力により、又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が身体に対する暴

力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、行うこと

ができる。 
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■
民
間
シ
ェル
タ
ー
の
置
か
れ
た
現
状
と課

題
の
整
理

■
民
間
シ
ェル
タ
ー
の
基
盤
・機
能
強
化
に
向
け
た
支
援
の
在
り

方
に
つ
い
て

■
民
間
シ
ェル
タ
ー
と関

係
機
関
との
連
携
強
化
や
地
域
間
格

差
の
是
正

■
そ
の
他

■
第
１
回
（
平
成

31
年

2月
1日

）
・大
臣
と構

成
員
との
意
見
交
換

・関
係
省
庁
ヒア
リン
グ

■
第
２
回
（
平
成

31
年

3月
12
日
）

・構
成
員
ヒア
リン
グ

■
第
３
回
（
平
成

31
年
４
月

17
日
）

・構
成
員
等
ヒア
リン
グ

・ア
ン
ケ
ー
ト調

査
結
果
に
つ
い
て

・こ
れ
ま
で
の
意
見
と今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て

■
第
４
回
（
令
和
元
年
５
月

20
日
）

・報
告
書
（
案
）
に
つ
い
て

検
討
の
論
点

検
討
ス
ケ
ジ
ュー
ル

【五
十
音
順
、◎

座
長
、敬

称
略
、役

職
は
平
成

31
年

2月
1日

現
在
】

生
稲

晃
子

女
優

小
川

真
理
子

九
州
大
学
男
女
共
同
参
画
推
進
室
准
教
授

◎
戒

能
民

江
お
茶
の
水
大
学
名
誉
教
授

北
仲

千
里

N
PO
法
人
全
国
女
性
シ
ェル
ター
ネ
ット
共
同
代
表

広
島
大
学
ハ
ラス
メン
ト相

談
室
准
教
授

添
田

千
絵

神
奈
川
県
福
祉
子
ども
み
らい
局
人
権
男
女
共
同
参
画
課
長

橘
ジ
ュン

N
PO
法
人

BO
N

D
プ
ロジ
ェク
ト代

表

中
田

慶
子

N
PO
法
人

D
V防

止
な
が
さき
理
事
長

原
健

一
佐
賀
県

D
V総

合
対
策
セ
ン
ター
所
長

松
本

和
子

N
PO
法
人
女
性
ネ
ット
さや
さや
（

Sa
ya

-S
ay

a）
代
表
理
事

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

厚
生
労
働
省

趣
旨

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り方

に
関
す
る
検
討
会

検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル
及
び
主
な
検
討
事
項

構
成
員

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
者
の
一
時
保
護
や
相
談
、自

立
に
向
け
た
支
援
等
を
行
う民

間
シ
ェル
ター
が
置
か
れ
て
い
る
厳
しい
状
況
（
脆
弱
な
人

的
・物
的
・財
政
的
基
盤
、関

係
機
関
との
連
携
不
足
、情

報
不
足
、安

全
性
・秘
匿
性
等
）
に
鑑
み
、民

間
シ
ェル
ター
等
の
抱
え
る
課

題
を
整
理
す
る
とと
も
に
、民

間
シ
ェル
ター
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り方

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
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「
D

V等
の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
（
概
要
）

○
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
「

D
V防

止
法
」
）
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

18
年
が
経
過
。

✓
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
受
理
件
数
は

4年
連
続
で

10
万
件
を
超
え
、
高
止
ま
り
の
状
況
。

✓
平
成

29
年
度
内
閣
府
に
よ
る
調
査
で
は
、

D
V被

害
経
験
は
女
性
の
約
３
人
に
１
人
、
何
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
女
性
は
約
７
人
に
１
人
。

○
D

V被
害
者
支
援
に
お
い
て
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
は
地
域
社
会
に
お
け
る
不
可
欠
な
資
源
で
あ
り
、
「

SD
Gｓ

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
」
の
「
誰
一
人
取

り
残
さ
な
い
社
会
」
の
実
現
と
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
と
「
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
の
観
点
か
ら
も
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

○
「

D
V等

の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
で
は
、
平
成

31
年
２
月
以
降
４
回
に
わ
た
り
、
有
識
者
や

支
援
者
、
地
方
自
治
体
等
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
実
態
把
握
を
行
っ
た
。

経
緯

（
１
）
特
徴

✓
都
道
府
県
や
政
令
指
定
都
市
が
把
握
し
て
い
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
団
体
数
は

10
7

（
20

18
年

11
月
時
点
）
。

✓
い
ち
早
く

D
V被

害
者
支
援
活
動
を
行
っ
て
き
た
「
先
駆
性
」
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
支
援
が

で
き
る
「
柔
軟
性
」
、
地
域
の
社
会
資
源
を
活
用
し
な
が
ら
特
性
を
生
か
し
た
活
動
を
行
う

「
地
域
性
」
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
ニ
ー
ズ
応
じ
た
支
援
を
行
う
「
専
門
性
」
等
の
特

徴
を
有
す
る
。

（
２
）
位
置
付
け

✓
D

V防
止
法
に
お
け
る
直
接
の
明
記
は
な
し
。
配
暴
セ
ン
タ
ー
で
行
う
一
時
保
護
の
委
託
先

（
３
条
４
項
）
、
配
暴
セ
ン
タ
ー
の
連
携
先
（
３
条
５
項
）
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る

援
助
の
対
象
（

26
条
）
と
し
て
位
置
付
け
。

✓
男
女
共
同
参
画
基
本
法
に
基
づ
く
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
平
成

27
年

12
月

25
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
連
携
・
支
援
に
努
め
る
こ
と
」
、

「
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
積
極
的
活
用
に
よ
る
適
切
か
つ
効
果
的
な
一
時
保
護
を
実
施
す

る
」
と
具
体
的
に
明
記
。

（
３
）
現
行
の
支
援
策

✓
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て
、
当
該
支
援
費

の
２
分
の
１
が
特
別
交
付
税
の
算
定
基
準
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

✓
都
道
府
県
に
よ
る
一
時
保
護
委
託
費
の
支
給
（
そ
の
半
額
は
国
の
負
担
）
。

Ⅰ
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
現
状

報
告
書
の
内
容

主
に
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
を
行
う
民
間
施
設
（

95
施
設
）
、
都

道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
支
援
担
当
課

（
67
自
治
体
）
に
対
し
て
実
施
。

（
１
）
支
援
体
制

✓
常
勤
職
員
が
い
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
は
約

6割
に
と
ど
ま
る

が
、
そ
の
う
ち
専
門
性
を
も
つ
職
員
が
い
る
施
設
は
約

7割
。

✓
１
施
設
あ
た
り
の
平
均
職
員
数
は
、
常
勤
職
員

2.
0人

、
非

常
勤
職
員

4.
0人

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

5.
3人

。

（
２
）
調
査
実
施
時
点
（

H
31

.2
）
で
の
受
入
れ
状
況

✓
18
歳
以
上
の
女
性
を
受
け
入
れ
て
い
る
施
設
は

66
.3
％
で
、

そ
の
う
ち
受
入
れ
人
数
「
３
人
以
下
」
が
約

7割
。

✓
18
歳
未
満
の
男
女
の
入
居
者
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
「
同

伴
児
童
」
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
施
設
は
少
な
く
と
も

15
施
設
。

✓
調
査
実
施
時
点
で
受
け
入
れ
が
な
い
施
設
は

24
(2

5.
3%

)。

（
３
）
自
治
体

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
が
な
い
自
治
体
は

17
(2

5.
4％

)。

Ⅱ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

令
和
元
年

５
月
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Ⅲ
課
題
（
構
成
員
か
ら
の
主
な
意
見
）

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
対
す
る
一
時
保
護
委
託
件
数
の
減
少
が
運
営
に
重

大
な
影
響
。

✓
財
政
面
の
不
足
に
よ
り
新
た
な
ス
タ
ッ
フ
や
専
門
職
の
人
材
確
保
が
困

難
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
支
援
者
が
高
齢
化
。

✓
一
時
保
護
委
託
に
お
け
る
決
定
権
等
に
よ
る
対
等
な
関
係
性
構
築
に
課
題
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
と
行
政
に
支
援
方
針
の
違
い
が
見
ら
れ
る
傾
向
も
。

✓
支
援
方
針
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
を
尊
重
し
、
民
間
と
行
政
と

が
対
等
な
立
場
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
地
域
的
偏
在
（
大
都
市
や
北
海
道
に
集
中
）
。

✓
自
治
体
の

D
V問

題
に
対
す
る
理
解
や
認
識
に
よ
る
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
自

治
体
間
格
差
。

４
地
域
間
格
差

（
１
）
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
基
盤
強
化
と
対
応
力
の
向
上

✓
複
合
的
困
難
に
よ
り
、
社
会
的
に
孤
立
し
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性
を

支
援
す
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
が
行
う
先
進
的
な
取
組
（
専
門
職
等
に
よ
る
メ

ン
タ
ル
面
の
ケ
ア
、
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
、
メ
ー
ル
・

SN
Sを

活
用
し
た

相
談

等
）
を
試
行
的
に
実
施
。

✓
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
に
向
け
た
取
組
（
研
修
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
等
）
の
促
進
。

✓
税
制
・
財
政
上
の
措
置
の
利
活
用
促
進
（

N
PO
法
人
化
手
続
き
の
情
報
提
供
等
）
。

（
２
）
行
政
と
の
連
携
強
化
、
地
域
間
格
差
の
解
消

✓
行
政
が
発
出
す
る

D
V被

害
者
支
援
に
関
す
る
通
知
等
の
民
間
団
体
に
対
す
る
速

や
か
な
提
供
の
促
進
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
対
す
る
財
政
支
援
実
績
の
な
い
自
治
体
に
対
す
る
理
由
等

の
調
査
、
自
治
体
に
お
け
る
財
政
支
援
に
よ
る
事
業
展
開
の
好
事
例
等
の
収
集
、

周
知
。

（
３
）
加
害
者
対
策
に
向
け
た
調
査
研
究
の
実
施

✓
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
標
を
用
い
た
機
関
間
連
携
に
基
づ
く
被
害
者
支
援
及

び
加
害
者
対
応

✓
民
間
団
体
等
と
の
協
働
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
た
加
害
者
更
生
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
施
基
準
等
の
作
成
に
向
け
た
検
討
。

（
４
）
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
強
化

✓
関
係
機
関
を
対
象
と
す
る
、

D
Vと

児
童
虐
待
の
関
連
性
に
関
す
る
理
解
の
促
進

や
、
関
係
機
関
に
お
け
る
的
確
な
連
携
強
化
を
図
る
た
め
の
官
民
連
携
に
よ
る

研
修
等
の
実
施
。

✓
D

V対
策
に
関
連
性
を
有
す
る
関
係
機
関
に
よ
る
協
議
会
の
活
用
促
進

✓
D

V対
応
機
関
と
児
童
虐
待
対
応
機
関
の
情
報
を
包
括
的
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る

リ
ス
ク
判
断
の
手
法
、
連
携
方
法
を
含
め
た
対
応
の
在
り
方
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
た
検
討
。

Ⅳ
支
援
拡
充
の
方
向
性
（
新
た
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

～
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性
の
た
め
に
～

２
方
向
性

✓
D

Vと
児
童
虐
待
と
が
絡
ん
で
発
生
し
て
い
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
」
ケ
ー
ス
の
全
国
的
な
分
析
が
必
要
。

✓
「
支
配
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
等
の

D
V構

造
の
正
し
い
理
解
、
社
会
の
偏

見
等
を
解
く
必
要
。

✓
児
童
相
談
所
と
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
情
報
共
有
、
連

携
強
化
が
必
要
。

５
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
不
足

✓
暴
力
の
危
険
度
を
判
定
す
る
統
一
指
標
の
作
成
が
必
要
（
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
）
。

✓
加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
被
害
者
支
援
の
一
環
と
し
て
明
確
な
位
置

付
け
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
質
の
標
準
化
。

６
加
害
者
対
策
の
必
要
性

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
支
援
理
念
や
手
法
は

D
V被

害
そ
の
他
の
生
き
づ
ら
さ
や
困

難
を
抱
え
る
女
性
に
対
す
る
支
援
に
お
け
る
重
要
な
社
会
資
源
。

✓
D

V被
害
者
等
の
支
援
と
い
う
共
通
の
目
的
の
も
と
、
民
間
と
行
政
が
対
等
な
立

場
で
考
え
や
情
報
を
共
有
し
、
連
携
し
て
支
援
に
あ
た
る
必
要
。

１
基
本
的
な
考
え
方

✓
相
談
者
の
多
く
が
、
精
神
的
な
問
題
に
起
因
す
る
悩
み
を
多
く
抱
え
て

い
る
現
状
。

✓
D

Vや
性
虐
待
等
の
被
害
特
性
に
理
解
の
あ
る
心
理
職
等
の
専
門
家
に
よ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
ら
れ
る
体
制
整
備
が
必
要
。

１
財
政
面
・
人
的
基
盤
の
不
足
、
高
齢
化

２
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
提
供
が
可
能
な
支
援
体
制
の
充
実

３
行
政
と
の
連
携
不
足
と
対
等
な
関
係
性
の
確
保
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１
．

配
偶
者

か
ら
の
暴
力
被
害
者
等
保
護
・

支
援

交
付

金


交

付
先

：
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市

、
市

町
村

（
特
別
区

含
む

）


対

象
経

費
：

都
道
府
県
等
が
負
担
し
た
、

民
間

シ
ェ

ル
タ
ー
等

の
先

駆
的

な
取
組
を

促
進
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
①
～
③
）

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
に

要
す

る
経

費
(母

子
一
体
で
受
け
入
れ
る
た
め
の
改
修
経
費
、
メ
ー
ル
・
SN
S等

の
活
用
、
安
全
性
確
保
の
た
め
の
防
犯
設
備

に
か
か
る
経
費

等
）

②
専
門
的
・
個
別
支
援
に

要
す

る
経

費
(心

理
専
門
職
等
の
専

門
職
の
配
置
、
同
伴
児

童
の
進
学
等
の
相
談
支
援
を
行
う
専
門
家
の
配
置
、

児
童
相
談
所
等
の

関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・
連
携

等
）

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支

援
に

要
す

る
経
費

(
ス
テ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
等
の
自
立
に
向
け
た
支
援
、

児
童
相
談
所
等
へ
の
同
行
支
援

等
）

※
上
記
①
～
③
の
推
進
に
係
る
基

本
経

費
に

つ
い
て

調
整
中


交

付
率

：
国

１
０
/１

０


そ

の
他

：
他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用

可
能

な
場

合
は
、
他

制
度

優
先

(本
制

度
の

優
先
利
用
や
他
制
度
と
の
二
重
交
付
は
不
可
)

２
．

民
間
シ

ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ

ッ
ト

事
業

の
効
果
検

証
及

び
事

例
調
査

DV
被

害
者

等
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
強

化
支

援
パ

イ
ロ
ッ
ト
事

業

目
的

○
多
様
な
困
難
に
直
面
す
る

D
V
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）
被
害
者
等
に
対
し
て
、
漏
れ
な
く
、
安
全
な
居
場
所
を
一
時
的
に
確
保
し
つ
つ
、
専
門

的
・
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
支
援
を
、
切
れ
目
な
く
実
施
し
、
も
っ
て
、
地
域
に
お
い
て

D
V
被
害
者
等
が
自
立
し
、
安
心
・
安
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
地
域

社
会
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
を
強

化
す
る
。

予
算

ス
キ
ー
ム

内
閣

府

都
道

府
県

等
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
お
け
る
以
下
の
事
業

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
事
業

②
専
門
的
・
個
別
支
援
事
業

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援
事
業

※
上
記

①
～
③
事
業
の
推
進
に
係
る
基
本
経
費

概
要

委
託
費
等

交
付
金

令
和

２
年

度
概

算
要

求
額

３
１
６
百

万
円

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

・
社
会
福
祉
法
人

等

10
/1

0

業
務
請
負

事
業

者
（
民

間
調

査
会
社
等
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
効
果
検
証
及
び
事

例
調
査
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性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害

者
の

た
め
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支

援
セ
ン
タ
ー
と
は

〇
目

的
：
・
被

害
直

後
か

ら
の

総
合

的
な
支

援
を
可

能
な
限

り
一

か
所

で
提

供

・
被

害
者

の
心

身
の

負
担

を
軽

減
し
、
そ
の

健
康

の
回

復
を
図

る

・
警

察
へ

の
届

出
の

促
進

・
被

害
の

潜
在

化
防

止

〇
設

置
根

拠
：
第

４
次

男
女

共
同

参
画

基
本

計
画

、
第

３
次

犯
罪

被
害

者
等

基
本

計
画

※
設

置
数

：
４
７
都

道
府

県

〇
求

め
ら
れ

る
核

と
な
る
機

能
：
・
支

援
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
相

談

・
産

婦
人

科
医

療
（
救

急
医

療
・
継

続
的

な
医

療
・
証

拠
採

取
等

）

〇
運

営
主

体
：
都

道
府

県
、
公

益
社

団
法

人
、
民

間
団

体
等

⇒
犯

罪
被

害
者

支
援

セ
ン
タ
ー
（
２
４
か

所
）
、

N
P

O
法

人
（
７
か

所
）

県
直

営
（
９
か

所
）
、
病

院
（
３
か

所
）
、
連

携
体

制
（
２
か

所
）
、

そ
の

他
民

間
団

体
等

（
４
か

所
）

〇
設

置
形

態
：
①

病
院

拠
点

型
（
９
府

県
）
、
②

相
談

セ
ン
タ
ー
拠

点
型

（
３
都

県
）
、

③
連

携
型

（
３
５
道

府
県

）

〇
２
４
時

間
３
６
５
日

運
営

：
２
０
都

府
県

（
令

和
元

年
８
月

）

（
※

相
談

件
数

：
３
６
，
３
９
９
件

（
平

成
3
0
年

度
）
）
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ワンストップ支援センターの形態

地域の実情を踏まえて整備

病院拠点型

相談センター拠点型

連携型

拠点病院

医師・看護師等

提携病院

医師・看護師等

協力病院 協力病院

協力

病院

協力

病院

協力病院協力病院

協力病院 協力病院

協力

病院

協力

病院

協力

病院 協力病院 協力病院

９府県（うち２４時間対応 ６府県）

３都県（うち２４時間対応 １都県）

①救急医療

②継続的医療

③証拠採取

①救急医療

②継続的医療

③証拠採取

※センターに求められる産婦人科医療

①救急医療

②継続的医療 ⇒ ２４時間

③証拠採取 等

・病院内に相談セン

ターを設置

・拠点病院が求めら

れる産婦人科医療

のすべてを一か所

で提供

・病院から近い場所に

相談センターを設置

・提携病院が必要な産

婦人科医療のすべて

を一か所で提供

協力病院 協力病院

協力病院 協力病院

・必要な産婦人科医

療機能が複数の協

力病院に分散

・複数の協力病院が

連携して、総体とし

て必要な産婦人科

医療を提供

３５道府県（うち２４時間対応 １３県、

犯罪被害者支援センター ２１県）

相談員

同行支援員

相談センター

相談センター

相談員

同行支援員

相談員

同行支援員

相談センター

【平日昼のみ】

②継続的医療
①救急医療

③証拠採取

【週6日間】

②継続的医療

①救急医療

 
15　 

　　　　　　 




交

付
先

：
都
道
府
県


対

象
経

費
：

都
道
府
県
が
負
担
し
た
以
下

①
～

②
に

関
す
る
経

費

①
相
談
セ
ン
タ
ー
の
運
営

費
等

【
2億

9,
19
1万

円
】

(人
件
費
（
【
拡
】
2
4時

間
対
応
へ
の
取
組

加
算
、
処
遇
改
善
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
配
置
）
等
、

研
修
経

費
（

拠
点

と
な

る
病
院
の
整
備
へ
の
取
組
加
算
）
、
支
援
者
に
対
す
る
受
傷
対
策
、
広
報
啓
発
、
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
、
法
的
支
援
、

【
拡

】
SN
S
等
を

活
用

し
た

相
談
、
男
性
相
談
等
、
先
進
的
な
取
組
へ
の
支
援
拡
充
)

②
被
害
者
の
医
療
費
等

【
95
9万

円
】

(初
診
料

、
緊

急
避

妊
措

置
、
検
査
費
用
(妊

娠
検
査
、
性
感
染

症
検
査
、
薬
物
検
査
）
、
人
工
妊
娠
中
絶
費
用
、
証
拠
採
取
費
用
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
費
用
）


交

付
率

：
対
象
経
費
の
1/
2(
「
②
被
害

者
の

医
療

費
等
」
は

1/
3)


そ

の
他

：
他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用

可
能

な
場

合
は
、
他

制
度

優
先

(本
制

度
の

優
先
利
用
や
他
制
度
と
の
二
重
交
付
は
不
可
)

性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害

者
支

援
交

付
金

目
的

○
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
安
定
化
及
び
質
の
向
上
の
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
支
援
セ

ン
タ
ー
の
整
備
等
に
係
る
取
組
を
支
援
し
、
被
害
者
支
援
に
係
る
取
組
の
充
実
を
図
る
。

予
算

ス
キ
ー
ム

内
閣

府

都
道

府
県

①
被
害
者
相
談
支
援
運
営
・
機
能
強
化
事
業

（
相
談
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
等
）

②
医
療
費
等
公
費
負
担
事
業

（
被
害
者
の
医
療
費
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
費
用
）

※
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
交
付
金
に
係
る
事
業
の
地
方
負
担
に

対
し
て
は
、
普
通
交
付
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

概
要

委
託
費
等

交
付
金

令
和
２
年
度
概
算
要
求
額

３
０
２
百
万
円

（
令
和
元
年
度
予
算
額

２
１
０
百
万
円
）

相
談
セ
ン
タ
ー

運
営
団
体

・
犯
被
セ
ン
タ
ー

２
４

・
N

PO
法
人

７
・
県
直
営

（
婦
相
等
）
９

・
病
院

３
・
連
携
体
制

２
・
そ
の
他
民
間
団
体
等

４

1/
2

or
1/

3

性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害

者
に
、
被

害
直

後
か

ら
総

合
的

な
支

援
(産

婦
人

科
医

療
、
相

談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

の
心

理
的

支
援

、
捜

査
関

連
の

支
援

、
法

的
支

援
等

)を
可

能
な
限

り
１
か

所
で
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被

害
者

の
心

身
の

負
担

を
軽

減
し
、
そ
の

健
康

の
回

復
を
図

る
と
と
も
に
、
警

察
へ

の
届

出
の

促
進

・
被

害
の

潜
在

化
防

止
を
目

的
と
す
る
も
の

。
【
核

と
な
る
機

能
】

１
支

援
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
相

談
２

産
婦

人
科

医
療

（
救

急
医

療
・
継

続
的

な
医

療
・
証

拠
採

取
等

）

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は

 
16　 

　　　　　　 



いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等 

に関する関係府省対策会議の設置について 

平成 29 年３月 21 日 

関 係 府 省 申 合 せ 

１．女性に対し、本人の意に反していわゆるアダルトビデオへの出演を強要す

る問題やいわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれる営業により、児童が性的な被

害に遭う問題など若年層の女性に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況

にあることを踏まえ、関係府省が連携して対策を実施するため、いわゆるア

ダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する関係府省対策

会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 

２．対策会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は必要があると認め

るときは、構成員を追加することができる。 

議長 内閣府特命担当大臣（男女共同参画） 

議長代理 内閣府男女共同参画局長 

構成員  内閣府大臣官房政府広報室長 

警察庁生活安全局長 

消費者庁次長 

総務省大臣官房総括審議官 

総務省総合通信基盤局長 

法務省大臣官房司法法制部長 

法務省刑事局長 

法務省人権擁護局長 

文部科学省生涯学習政策局長 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

３．対策会議は必要に応じ、幹事会を開催することができる。幹事会の構成員

は関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 

４．対策会議の庶務は、内閣府男女共同参画局において処理する。 

５．前各項に定めるもののほか、対策会議の運営に関する事項その他必要な

事項は、議長が定める。
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○
行
政
が
関
与
す
る
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
全
都
道
府
県
に
設
置
達
成
（

H
30

.1
0)

○
公
的
機
関
の
相
談
窓
口
へ
の
相
談
件
数
（
延
べ
数
）

※
相
談
件
数
は
重
複
あ
り

*全
国
の
女
性
セ
ン
タ
ー
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

「
い
わ
ゆ
る
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
強
要
問
題
・
『
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
』
問
題
等
に
関
す
る
今
後
の
対
策
」
主
な
成
果
（
平
成

30
年
度
）

１
．
更
な
る
実
態
把
握

４
．
相
談
体
制
の
充
実

○
Ａ
Ｖ
出
演
強
要
問
題
・
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
等
被
害
防
止
月
間
（

H
30

.4
）

政
府
広
報
と
の
連
携
に
よ
る

SN
S等

を
活
用
し
た
多
角
的
な
広
報
等
を
実
施

・
AV
出
演
強
要

16
～

29
歳
女
性
：

65
.7
％
→

73
.4
％
保
護
者
：

65
.2
％
→

74
.0
％

・
JK
ビ
ジ
ネ
ス

16
～

29
歳
女
性
：

69
.7
％
→

71
.7
％
保
護
者
：

69
.3
％
→

75
.9
％

（
被
害
防
止
月
間
の
前
後
に
委
託
会
社
が
実
施
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
）

➡
問
題
の
認
知
度
は
向
上
（
若
年
女
性
及
び
同
保
護
者
）

総
括

○
若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ
ル
事
業
（

H
30
～
＜
厚
労
省
＞
）

公
的
機
関
・
施
設
と
民
間
支
援
団
体
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に

よ
る
相
談
支
援
や
居
場
所
の
確
保
、
公
的
機
関
や
施
設
へ
の
つ
な
ぎ
を
含
め

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
。

具
体

的
取

組
（
主

な
も
の
）

２
．
取
締
り
等
の
強
化

○
若
年
層
を
対
象
とし
た
性
的
な
暴
力
の
被
害
等
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ット
調
査
＜
内
閣
府
＞

（
H

30
.1

2調
査
／
対
象
：

15
歳
（
中
学
生
除
く
）
～

39
歳
の
女
性
）

・
モ
デ
ル
・
ア
イ
ド
ル
等
の
勧
誘
等
の
経
験
が
あ
る
人
の
う
ち
、

聞
い
て
い
な
い
性
的
な
行
為
の
撮
影
を
求
め
ら
れ
、
望
ま
な
い
ま
ま
行
為
を
行
っ
た
人
は

約
26
人
に
１
人

（
3.

8％
←

 5
.2
％
）

※
こ
こ
１
年
以
内
で
は
約

10
0人

に
１
人
（

1.
0％

）
・
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
人
は
約
３
人
に
１
人
（

33
.3
％
←

31
.7
％
）

・
公
的
相
談
窓
口
で
相
談
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
約

3人
に
１
人
（

34
.4
％
←

27
.8
％
）

➡
本
問
題
や
公
的
相
談
窓
口
の
認
知
度
は
向
上

○
民
間
支
援
団
体
へ
の
相
談
状
況
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
＜
内
閣
府
＞

（
H

31
.２
実
施
／
対
象
：
５
団
体
中
回
答
の
あ
っ
た
３
団
体
の
も
の
）

・
問
題
に
対
す
る
社
会
的
認
知
度
が
上
昇
し
、
相
談
に
つ
な
が
り
や
す
く
な
っ
た

・
新
規
相
談
の
受
理
件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
一
定
数
の
相
談
が
あ
る

➡
問
題
の
認
知
度
は
向
上
、
新
規
相
談
は
減
少
傾
向

○
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
営
業
に
関
す
る
実
態
調
査
（

H
30

.1
2）

＜
警
察
庁
＞

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
店
数
：

13
7店

（
←
前
回

13
1店

）
※
「

JK
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
規
制
条
例
の
制
定
地
域
（

H
31

.3
ま
で
に
公
布
済
み
の
も
の
）

７
都
府
県
（
埼
玉
、
東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
）
←
３
都
県
（
下
線
が
新
規
）

➡
JK
ビ
ジ
ネ
ス
規
制
条
例
の
制
定
地
域
の
拡
大

３
．
教
育
・
啓
発
の
強
化

○
検
挙
件
数
（

H
30

.１
～

12
)
＜
警
察
庁
＞

・
Ａ
Ｖ
出
演
強
要
問
題

５
件

10
人
（
淫
行
勧
誘
罪
、
労
働
派
遣
法
違
反
等
）

・
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
問
題

経
営
者
や
客
等
の
検
挙
件
数
：

72
件

69
人

検
挙
に
伴
う
被
害
児
童
保
護
数
：

35
人

○
若
年
層
の
女
性
に
対
す
る
性
的
な
暴
力
の
根
絶
に
向
け
、
官
民
連
携
し
て
取
組
を
進
め
た
結
果
、
①

JK
ビ
ジ
ネ
ス
規
制
条
例
の
制
定
地
域
の
拡
大
、

②
相
談
機
関
の
整
備
、
③
本
問
題
や
公
的
相
談
窓
口
の
認
知
度
の
向
上
す
る
中
で
相
談
件
数
が
減
少
等
、
一
定
の
成
果
が
み
ら
れ
た
。

○
一
方
、
依
然
と
し
て
一
定
数
の
相
談
が
あ
り
、
新
た
な
被
害
者
を
生
ま
な
い
た
め
の
広
報
啓
発
等
の
取
組
や
被
害
者
の
状
況
等
に
配
慮
し
た
き
め
細

か
い
相
談
対
応
の
充
実
等
、
今
後
も
継
続
的
な
取
組
が
必
要
。

５
．
保
護
・
自
立
支
援
そ
の
他

H3
0

前
年
比

H3
0

前
年
比

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

(H
30

.4
～

H3
1.

2)
11

-2
7

9
-4

法
テ
ラ
ス

(H
30

.4
～

12
)

21
-9

8
-2

警
察
の
相
談
窓
口

(H
30

.4
～

12
)

7
-1

8
-2

3
女
性
セ
ン
タ
ー
等

*
(H

30
.4
～

H3
1.

2)
8

-1
6

16
14

公
的
相
談
窓
口

計
47

-5
3

41
-1

5

AV
出
演
強
要

JK
ビ
ジ
ネ
ス
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■
新

聞
記

事
下

広
告

（
全

国
紙

、地
方

紙
73

紙
）

■
ポ

ス
ター

・リ
ー

フレ
ット

○
大

学
や

自
治

体
等

へ
配

布

「
A

V
出

演
強

要
問

題
・

『
Ｊ

Ｋ
ビ

ジ
ネ

ス
』

等
被

害
防

止
月

間
」

に
お

け
る

主
な

取
組

■
内

閣
府

Ｈ
Ｐ

上
の

広
報

啓
発

■
W

EB
動

画
広

告
○

若
者

へ
の

影
響

力
が

大
き

い
媒

体
を

活
用

した
動

画
広

告
の

配
信

⇒
Yo

uT
ub

e、
LI

N
E、

In
st

ag
ra

m
、T

w
itt

er
○

若
年

層
に

人
気

の
ア

プ
リへ

の
動

画
広

告
の

配
信

新
聞

記
事

下
（

平
成

31
年

4月
6日

）

街
頭

ビジ
ョン

大
学

内
サ

イネ
ー

ジ

令
和

元
年

５
月

内
閣

府

被
害

防
止

動
画

内
閣

府
H

P

男
女
共
同
参
画
局

政
府
広
報
室

若
年
層
の

女
性
を

タ
ー
ゲ
ット

■
W

EB
タイ

ア
ップ

広
告

○
マ

イナ
ビテ

ィー
ン

ズ
（

テ
ィー

ン
ズ

に
よ

る
座

談
会

）
や

マ
イナ

ビ学
生

の
窓

口
（

漫
画

コン
テ

ン
ツ）

の
活

用

マ
イナ

ビテ
ィー

ン
ズ

■
ター

ゲ
ット

を
絞

った
情

報
提

供
○

被
害

者
や

興
味

関
心

が
高

い
と思

わ
れ

る
ユ

ー
ザ

ー
に

対
す

る
情

報
提

供
(G

oo
gl

e、
Ya

ho
o!

）
○

動
画

広
告

を
視

聴
した

ユ
ー

ザ
ー

へ
の

バ
ナ

ー
広

告

■
街

頭
ビジ

ョン
、大

学
内

サ
イネ

ー
ジ

○
若

年
女

性
が

多
く集

ま
る

場
所

に
お

け
る

街
頭

ビジ
ョン

（
全

国
主

要
5都

市
）

や
入

学
直

後
の

人
が

多
い

時
期

の
大

学
内

サ
イネ

ー
ジ

（
全

国
71

大
学

）
の

活
用

マ
イナ

ビ学
生

の
窓

口
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セクシュアル・ハラスメント対策の強化について

～メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策～ 

平 成 3 0 年 ６ 月 1 2 日 

すべての女性が輝く社会づくり本部決定 

セクシュアル・ハラスメントは重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の

形成を大きく阻害するものである。 

今般、メディアと行政の間でセクシュアル・ハラスメント事案が発生したこと

を踏まえ、政府を挙げて被害の予防・救済・再発防止を図るため、以下に掲げる

施策を実施していくものとする。 

１．セクシュアル・ハラスメント防止に係る制度の周知・改善 

（１）セクシュアル・ハラスメントの防止に係る法令等の周知徹底【各府省・内

閣人事局・（人事院）・厚生労働省】 

①人事院規則 10－10 の各省各庁の長の防止措置義務の範囲に、職員が庁舎外

で業務を遂行するに当たって外部の者に対して行うセクシュアル・ハラスメ

ントの防止も含まれることなど、セクシュアル・ハラスメント防止に係る法

令等について、次官以下幹部を含む職員に対して、各府省において研修を実

施して周知徹底する。 

②各省各庁の長が行うセクシュアル・ハラスメント防止のための研修について、

新任者及び新任監督者に加えて課長級職員及び幹部職員にも研修を義務化

する。また、内閣人事局より、各省各庁に対し、幹部候補者が必ず研修を受

けている必要がある旨を周知徹底するとともに、内閣人事局において、当該

研修の受講状況を確認し、確実な研修受講を期すこととする。

③各府省、内閣人事局において実施する各種研修において、セクシュアル・ハ

ラスメント防止に係る項目を追加する。

④男女雇用機会均等法の事業主の防止措置義務の範囲に、社外で業務を遂行す

るに当たって労働者が受けるセクシュアル・ハラスメント防止も含まれるこ

となど、セクシュアル・ハラスメント防止に係る法令等について、厚生労働

省において事業主に対して周知徹底する。
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（２）セクシュアル・ハラスメント対策の実効性の向上【（人事院）・厚生労働省】 

①各府省における相談体制などのセクシュアル・ハラスメント対策の状況に

ついて統一的に把握するなど、対策の実効性確保のためのフォローアップ

を強化する。

②民間事業者におけるセクシュアル・ハラスメントの対応状況を踏まえ、厚

生労働省において民間事業主の義務履行の実効性確保の方策について検討

する。

（３）外部の者からのセクシュアル・ハラスメント事案の通報窓口の整備【各府

省・（人事院）】 

①セクシュアル・ハラスメントについて、職員に対する事案だけではなく、外

部の者に対する事案についても、各府省において通報窓口を整備し、相談等

に対応するとともに、相談員等に対する研修を充実させる。

②相談を受けた際に、二次被害防止のために、プライバシー保護を徹底する。 

③各府省が適切に対応しない場合に、各府省から独立して一元的に相談を受

け付ける窓口の設置について検討する。

（４）地方公共団体への要請【総務省】

①上記及び下記２．（１）①の対策について、地方公共団体において、その実

情に応じ、国の取扱いを参考にしながら必要な措置を講じるよう要請する。 

（５）プライバシー侵害情報の削除【総務省】

①セクシュアル・ハラスメント被害者の二次被害防止のため、民間事業者の取

組を支援することなどを通じて、インターネット上での被害者のプライバ

シー侵害情報が適切に削除されるよう、取組を進める。

２．行政における取材対応の改善 

（１）各府省における取材環境の整備【各府省・内閣府】

①各府省において、取材現場で女性記者の活躍が阻害されない環境を整備する

とともに、各記者クラブ等との取材環境についての意思疎通の場を設定する。 

②内閣府において、取材現場における女性の活躍に資する環境整備について、

日本新聞協会、日本民間放送連盟及び日本放送協会（以下、「メディア分野

の経営者団体等」という。）との間で意思疎通の場を設定する。
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３．メディアへの要請 

（１）メディアの分野における女性の参画拡大等の要請【内閣府】

①メディア分野の経営者団体等に対して、上記のセクシュアル・ハラスメント

防止や取材に関する政府の取組を周知するとともに、取材現場における女

性活躍、メディア分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大など

について要請する。

※ 担当府省中の（人事院）とは、人事院に対して検討を要請するものである。 
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●
次
官
以
下
幹
部
を
含
む
職
員
に
対
す
る
法
令
等
の
周
知
徹
底

→
全

41
府
省
庁
に
お
い
て
幹
部
職
員
及
び
課
長
級
職
員
等
へ
の

研
修
を
実
施
済
・
実
施
中
（
計

60
コ
ー
ス
、
受
講
者
数

4,
81

3名
）

●
セ
ク
ハ
ラ
防
止
研
修
を
課
長
級
職
員
や
幹
部
職
員
に
も
義
務
化

→
幹
部
職
員
等
に
対
す
る
研
修
実
施
を
義
務
化
す
る
た
め
の
人
事
院

規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
準
備
中
【
人
事
院
】

●
幹
部
候
補
者
に
対
す
る
研
修
受
講
の
徹
底
と
受
講
状
況
の
確
認

→
H

30
.6
人
事
管
理
官
会
議
幹
事
会
等
に
お
い
て
周
知
【
内
閣
人
事
局
】

→
H

31
.1

.1
時
点
で
在
籍
す
る
職
員
等
の
う
ち
、
本
府
省
課
長
級
以

上
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
に
対
し
、

H3
1.

3.
31
ま
で
に

受
講
し
た
直
近
の
研
修
の
受
講
状
況
を
確
認
予
定
【
内
閣
人
事
局
】

●
民
間
事
業
主
の
義
務
履
行
の
実
効
性
確
保

→
労
働
政
策
審
議
会
の
建
議

(H
30

.1
2)

・
セ
ク
ハ
ラ
防
止
に
関
す
る
事
業
主
・
労
働
者
の
責
務

・
事
業
主
に
相
談
し
た
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止

・
社
外
の
労
働
者
等
か
ら
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た
場
合
や
社
外
の

労
働
者
に
セ
ク
ハ
ラ
を
行
っ
た
場
合
の
対
応
の
明
確
化

等
を
踏
ま
え
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
等
予
定
【
厚
生
労
働
省
】

●
外
部
の
者
か
ら
の
通
報
窓
口
の
整
備

→
全

41
府
省
庁
の
う
ち
約

9割
が

H
P上
に
通
報
窓
口
を
掲
載
済
み
。

未
実
施
の
外
局

(4
)に
つ
い
て
も

H3
0年

度
内
に
は
実
施
予
定
。

●
各
府
省
か
ら
独
立
し
た
通
報
窓
口
設
置
の
検
討

→
外
部
の
者
か
ら
の
相
談
窓
口
を

H
31
年
度
か
ら
人
事
院
に
開
設

予
定
【
人
事
院
】

【
法
令
等
の
周
知
徹
底
】

【
通
報
窓
口
の
整
備
】

●
取
材
現
場
及
び
指
導
的
地
位
で
の
女
性
の
活
躍
促
進
を
要
請

→
H

30
.1

2日
本
新
聞
協
会
等
に
対
し
、
メ
デ
ィ
ア
分
野
に

お
け
る
女
性
参
画
拡
大
等
を
要
請
【
内
閣
府
】

１
．
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
係
る
制
度
の
周
知
・
改
善

【
実
効
性
の
向
上
】

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
～
メ
デ
ィ
ア
・
行
政
間
で
の
事
案
発
生
を
受
け
て
の
緊
急
対
策
～

●
取
材
現
場
で
女
性
記
者
の
活
躍
が
阻
害
さ
れ
な
い
環
境
の
整
備
等

→
男
女
共
同
参
画
主
管
課
の
あ
る
全

21
府
省
庁
に
お
い
て
、
記
者

ク
ラ
ブ
に
対
し
、
取
材
環
境
に
お
け
る
意
志
疎
通
に
関
す
る
通
知

を
実
施
し
た
ほ
か
、
職
員
に
対
し
、
取
材
現
場
で
女
性
記
者
の

活
躍
が
阻
害
さ
れ
な
い
環
境
整
備
に
配
慮
す
る
よ
う
周
知
を
実
施
。

２
．
行
政
に
お
け
る
取
材
対
応
の
改
善

３
．
メ
デ
ィ
ア
へ
の
要
請

各
府
省
庁
に
お
け
る
取
組
状
況
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
概
要
（

H
31

.1
.1

6現
在
）

 
23　 

　　　　　　 



○
平

成
2
8
年

６
月

以
降

、
計

４
回

、
民

間
団

体
、
有

識
者

、
地

方
公

共
団

体
、
関

係
省

庁
か

ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
。

【
民

間
団

体
】

一
般

社
団

法
人

C
o
la
b
o
、
特

定
非

営
利

活
動

法
人

B
o
n
d
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
認

定
非

営
利

活
動

法
人

ヒ
ュ
ー

マ
ン
ラ
イ

ツ
・
ナ
ウ
（
H
R
N
）
、
ポ
ル
ノ
被

害
と
性

暴
力

を
考

え
る
会
、
N
P
O
法

人
人

身
取

引
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
、

一
般

社
団

法
人

セ
ー

フ
ァ
ー

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
協

会

【
有

識
者

】
青

山
薫

神
戸

大
学

大
学

院
国

際
文

化
学

研
究

科
教

授
（
社

会
学

）
、
矢

野
恵

美
琉

球
大

学
大

学
院

法
務

研
究

科
教

授
（
刑

事
法

）
、
小

西
聖

子
武

蔵
野

大
学

人
間

科
学

部
長

（
心

理
学

・
精

神
医

学
）

【
地

方
公

共
団

体
】

愛
知

県
【
関

係
省

庁
】

警
察

庁
、
総

務
省

、
法

務
省

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

＜
開

催
日

程
＞

第
８
２
回

（
平

成
2
8
年

６
月

3
0
日

）
、
第

８
３
回
（
平

成
2
8
月

９
月

1
2
日

）
、
第

８
４
回
（
平

成
2
8
年

1
1
月

1
5
日

）
、

第
８
５
回

（
平

成
2
8
年

1
2
月

1
3
日

）

○
第

８
６
回

会
議

（
平

成
2
9
年

２
月

８
日

開
催

）
で
報

告
書

案
に
つ
い
て
検

討
 ⇒

平
成

2
9
年

３
月

1
4
日

取
り
ま
と
め
・
公

表

「
若

年
層

を
対

象
と
し
た
性

的
な
暴

力
の

現
状

と
課

題
」

～
い
わ

ゆ
る
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
及

び
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
の

問
題

に
つ
い
て
～

（
平

成
２
９
年

３
月

男
女

共
同

参
画

会
議

女
性

に
対

す
る
暴

力
に
関

す
る
専

門
調

査
会

）

近
年

、
若

年
層

の
女

性
が

、
い
わ

ゆ
る
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
働

き
、
性

的
な
暴

力
等

の
被

害
に
遭

う
問

題
や

本
人

の
意

に
反

し
て
、
い
わ

ゆ
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
を
強

要
さ
れ

る
問

題
な
ど
が

発
生

⇒
若

年
層

の
女

性
を
狙

っ
た
性

的
な
暴

力
の

問
題

は
深

刻
な
状

況

○
男

女
共

同
参

画
・
女

性
活

躍
の

推
進

に
向

け
た
重

点
取

組
事

項
に
つ
い
て

（
平

成
２
８
年

５
月

男
女

共
同

参
画

会
議

決
定

）

○
女

性
活

躍
加

速
の

た
め
の

重
点

方
針

２
０
１
６

（
平
成
２
８
年
５
月
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
決
定
）

⇒
児

童
の

性
に
着

目
し
た
新

た
な
形

態
の

営
業

な
ど
、
若

年
層

を
対

象
と
し
た
暴

力
の

多
様

化
を
踏

ま
え
、
そ
の

実
態

把
握

に
取

り
組

む
と
と
も
に
、
若

年
層

に
対

す
る
啓

発
活

動
、
教

育
・
学

習
の

充
実

を
図

る
。

1

背
景

女
性

に
対

す
る
暴

力
に
関

す
る
専

門
調

査
会

に
お
け
る
検

討
状

況

政
府

の
対

応
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Ⅰ
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

状
況

≪
被
害
者
が
抱
え
る
困
難
≫

○
様
々
な
理
由
か
ら
次
の
困
難
を
抱

え
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
る
。

①
家
庭
に
「
居
場
所
」
が
な
い
。

②
学
校
に
「
居
場
所
」
が
な
い
。

③
経
済
的
困
難
を
抱
え
て
い
る
場

合
が
あ
る
。

④
発
達
障
害
や
心
身
の
障
害
な
ど

の
障

害
が

あ
る
人

が
少

な
く
な
い
。

≪
被
害
者
を
取
り
巻
く
環
境

≫

○
気

軽
に
お
金

を
稼

ぐ
こ
と
が

で
き
る
と

思
わ
せ
る
方
法
で
勧
誘

①
「
居
場
所
」
が
な
い
少
女
に
対
す
る

ス
カ
ウ
ト
の
声
か
け

②
求
人
サ
イ
ト
等
を
通
じ
た
勧
誘

③
「
居

場
所

」
の
提

供

④
友
人
か
ら
の
勧
誘

≪
被
害
者
の
傾
向
≫

○
危

険
性

の
認

識
不

足
、
公

的
支

援
等

に
結
び
付
き
に
く
い
。

①
危
険
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
低
い
。

②
自

分
の
大

切
さ
を
認

識
し
て
い
な
い
。

③
公
的
支
援
等
に
結
び
付
き
に
く
い
。

④
居
場
所
等
を
提
供
さ
れ
て
、
依
存
し

て
い
く
。

○
女

子
高

校
生

（
Ｊ
Ｋ
）
な
ど
、
児

童
の

性
を
売

り
物

と
す
る

営
業

○
健

全
な
営

業
を
装

い
な
が

ら
、
性

的
な
サ

ー
ビ
ス
を
提

供
さ
せ
る
も
の
が
存
在

○
大
都
市
を
中
心
に
、
「
散
歩
」
等
多

様
な
形

態
で
出

現

≪
被
害
事
例
≫

○
強
制
わ
い
せ
つ

（
刑
法
）

○
児
童
買
春

（
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
法
）

○
反
倫
理
的
性
交

（
東
京
都
青
少
年
健
全
育
条
例
）

○
つ
き
ま
と
い

（
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
）

等

≪
営

業
者

の
検

挙
状

況
≫

○
労

働
基

準
法

違
反

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
）

○
風

俗
営

業
適

正
化

法
違

反
（
年
少
者
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

○
児

童
福

祉
法

違
反

（
児
童
に
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
）

等

≪
相
談
事
例
≫

○
性
被
害
に
遭
っ
た
。

○
客
に
自
分
の
こ
と
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
サ

イ
ト
に
書

き
込

ま
れ

た
。

○
辞
め
た
い
の
に
辞
め
ら
れ
な
い
。

○
客
に
何
度
も
つ
き
ま
と
わ
れ
た
。

等

①
児

童
が

危
険

性
を
十

分
認

識
し
な
い
ま
ま
、
接

近
す
る
。

②
重
大
な
性
被
害
等
に
つ
な
が
る
。

③
性

に
関

す
る
判

断
力

の
低

下
、
金

銭
感

覚
の

欠
如

を
招

く
。

④
個

人
情

報
流

出
や

ト
ラ
ブ
ル

の
原

因
と
な
る
。

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

被
害

状
況

等

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

被
害

者
の

傾
向

と
そ
れ

を
取

り
巻

く
環

境

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
は

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

危
険

性

2
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Ⅱ
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
強

要
の

状
況

○
若
年
層
の
女
性
が
、
契
約
後
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
に

出
演

す
る
と
分

か
り
断

ろ
う
と
し
て
も
、
高
額
な
違
約

金
、
親
等
に
ば
ら
す
等
言
わ
れ
、
本
人
の
意
に
反
し
て

出
演

を
強

要
さ
れ

る
事

例
（
H
2
8
.３

H
R
N
報

告
書

）

○
衆

人
環

視
の

も
と
で
性

行
為

を
強

要
さ
れ

る
。

○
身
体
的
、
精
神
的
な
被
害
を
受
け
る
。

○
１
度
出
演
す
る
と
、
抜
け
出

す
こ
と
が

困
難

と
な
る
。

○
映
像
が
繰
り
返
し
使
用
、
流
通
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
二
次
被
害
に
悩
み
、
苦

し
み
続
け
る
。

○
家
族
、
友
人
、
学
校
、
職
場
な
ど
に
知
ら
れ
な
い
か
と
お
び
え
続
け
る
。

○
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
関
係
が
壊
れ
る
､職

場
に
い
づ
ら
く
な
る
。

≪
警
察
へ
の
相
談
件
数
≫

平
成

2
6
年

か
ら
同

2
8
年

ま
で
に
、
2
5
件

≪
検
挙

事
例

≫
労
働
者
派
遣
法
違
反
（
有
害
業
務
派
遣
等
）

等

≪
民
間
団
体
へ
の
相
談
事
例
≫

○
出
演
し
た
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
の
回
収
、
ネ
ッ
ト
上
の

画
像

の
削

除
、
販

売
停

止
を
し
て
ほ
し
い
。

○
騙
さ
れ
て
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
に
出
演
し
て
し
ま
っ
た
。

○
違

約
金

を
請

求
さ
れ

て
困

っ
て
い
る
。

○
ス
カ
ウ
ト
か
ら
勧
誘
を
受
け
る
際
や
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
の
契
約
の
際
、
ア
ダ

ル
ト
ビ
デ
オ
へ
の
出
演
が
あ
る
と
説
明
を
受
け
て
い
な
い
。

○
契
約
書
等
を
よ
く
読
む
時
間
を
与
え
ら
れ
な
い
。
控
え
も
な
い
｡

○
断
ろ
う
と
し
て
も
、
長
時
間
説
得
さ
れ
、
高
額
の
違
約
金
の
請
求
や
実
家
・

学
校
に
話
す
等
と
言
わ
れ
、
断

り
き
れ

な
い
。

○
１
度
出
演
す
る
と
、
更
に
断
れ
な
く
な
る
。

○
映
像
が
、
本
人
の
意
に
反
し
て
、
繰
り
返
し
、
使
用
・
流
通
さ
れ
る
。

①
若

年
層

の
女

性
が

多
い
。

（
1
8
歳

～
2
0
歳

代
前
半

に
集

中
）

・
社
会
経
験
が
少
な
く
、
危
険
性
に
対
す
る
判
断
力
や
対
応
力
の

未
熟
さ
、
法
律
を
知
ら
な
い
こ
と
、
困
窮
等
に
付
け
込
ま
れ
る
。

②
被
害
が
顕
在
化
し
に
く
い
。

ア
人

に
話

せ
ず
、
孤

立
し
や

す
い
。

・
恥
ず
か
し
さ
や
後
ろ
め
た
さ
、
周
囲
か
ら
誤
解
さ
れ
る
恐
怖
等

の
思
い
か
ら
、
誰
に
も
相
談
で
き
な
い
。

・
被
害
を
忘
れ
る
た
め
、
考
え
る
こ
と
を
や
め
、
結
果
と
し
て
問
題

を
長
引
か
せ
、
深
刻
化
す
る
。

イ
事
業
者
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
る
。

・
親
や
家
族
か
ら
引
き
離
し
、
孤
立
化
さ
せ
る
。

ウ
公
的
支
援
等
に
結
び
付
き
に
く
い
。

・
相
談
先
が
分
か
ら
な
い
、
孤
立
し
て
い
る
た
め
、
被
害
者
支
援

の
情

報
が
入

ら
な
い
。

ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
強

要
の

被
害

者
の

状
況

被
害

状
況

ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
強

要
の

問
題

ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
強

要
の

危
険

性

3

ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
へ

の
出

演
強

要
に
至

る
経

緯
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Ⅲ
国

民
や

若
年

層
の

意
識

4

■
調
査
時
期
･対

象
：
平
成
2
8
年
３
月
、
都
内
の
女
子
高
校
生
等
（
n
=
5
1
5
）

○
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
働

く
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
思

う
か

。
・

お
金
に
困
っ
て
の
こ
と
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
(2
3
％
)

・
自

分
の

今
や

将
来

を
考

え
た
ら
し
て
は

い
け
な
い
仕

事
（
5
9
.4
％

)
・

こ
う
し
た
仕

事
を
続

け
て
い
る
と
、
い
つ
の

間
に
か

風
俗

の
世

界
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
(5
6
.3
％
)、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
世
界
に

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
(4
7
.8
％
)

■
対
象
：
警
視
庁

に
お
い
て
、
各
種
法
令
で
摘
発
し
た
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

店
舗
で
働
い
て
い
た
女
子
高
校
生
等
（
n
=
7
8
）

○
働
く
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
「
お
金
が
欲
し
か
っ
た
」
、
「
友
人
の

誘
い
」
が
多
い
。
働
き
続
け
た
理
由
は
「
お
金
が
欲
し
か
っ
た
」
が
多
い
。

○
お
店

を
知

っ
た
き
っ
か

け
は

、
「
友

人
の

誘
い
」
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
が

大
半
。

○
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
働
い
て
い
る
こ
と
を
、
学
校
や
保
護
者
の
ほ
と
ん
ど

が
認
知
し
て
い
な
い
。

■
時
期
･対

象
：
平
成
2
8
年
９
月
､全

国
の
1
8
歳
以
上
の
男
女
（
n
=
3
,0
5
9
）

○
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

問
題

の
原

因
・

保
護

者
、
家

庭
の

問
題

（
2
1
.2
％

）
・

「
大

人
の

問
題

」
（
2
0
.7
％

）
、
「
社

会
風

潮
の

問
題

」
（
1
8
.9
％

）
○

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
に
よ
る
被
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

・
保
護
者
や
学
校
が
、
子
供
に
対
し
教
育
を
行
う
こ
と
（
6
2
.6
％
）

・
困
っ
た
時
に
相
談
で
き
る
窓
口
を
設
け
る
こ
と
（
5
4
.8
％
）

・
取
締
り
や
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
（
5
2
.6
％
）

男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査

（
平
成

2
8
年
1
0
月
内
閣
府
大
臣
官
房
政
府
広
報
室
）

い
わ

ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
犯

罪
防

止
対

策
の

在
り
方

に
関

す
る
報
告
書

（
平
成
2
8
年
５
月
い
わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
犯
罪
防

止
対
策
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
（
警
視
庁
）
）

■
時
期
･対

象
：
平
成
2
8
年
1
2
月
、
1
5
歳
（
中
学
生
除
く
）
～
3
9
歳
の
女
性

（
調

査
会

社
の

モ
ニ
タ
会

員
。
事

前
調

査
n
=
2
0
,0
0
0
、
本

調
査

n
=
2
,5
7
5
）

≪
問
題
の
認
知
状
況
≫

○
モ
デ
ル
・
ア
イ
ド
ル
等
の
勧
誘
等
を
き
っ
か
け
に
、
同
意
し
て
い
な
い
性

的
な
行
為
等
の
撮
影
に
応
じ
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
聞

い
た
こ
と
が

あ
る
の

は
4
0
.2
％

（
ｎ
=
2
0
,0
0
0
）
。

≪
勧
誘
等
の
状
況
契
約
の
状
況
≫

○
モ
デ
ル
・
ア
イ
ド
ル
等
の
勧
誘
を
友
人
・
知
人
か
ら
受
け
た
場
合
、
「
詳

細
情

報
を
確

認
し
た
」
人

、
「
個

人
情

報
を
伝

え
た
」
人

が
多

か
っ
た
。

○
モ
デ
ル
・
ア
イ
ド
ル
等
の
勧
誘
等
を
き
っ
か
け
に
契
約
（
書
類
へ
の
サ
イ

ン
・
口

頭
で
の

約
束

等
）
し
た
人

は
約

１
割

（
n
=
2
,5
7
5
、
1
9
7
人

）
。

○
契
約
し
た
時
の
年
齢
は
、
1
0
代
～
2
0
代
前
半
が
多
か
っ
た
。

≪
同
意
し
て
い
な
い
性
的
な
行
為
等
の
撮
影
≫

○
契

約
後

、
契

約
時

に
聞

い
て
い
な
い
・
同

意
し
て
い
な
い
性

的
な
行

為
等
の
写
真

や
動
画
の
撮
影
に
応
じ
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
人

は
2
6
.9
％

（
n
=
1
9
7
、
5
3
人
）
。
こ
の
う
ち
、
求
め
ら
れ
た
行
為
を
行
っ
た
人

は
3
2
.1
％

（
n
=
5
3
、
1
7
人

）
。

≪
相
談
状
況
≫

○
性

的
な
行

為
等

の
撮

影
を
求

め
ら
れ

た
こ
と
を
相

談
し
た
人

は
3
4
.3
％

（
n
=
1
0
5
、
3
6
人

）
。
相

談
先

は
、
「
友

人
・
知

人
」
（
5
0
.0
％

）
、
「
家

族
・
親

族
」
（
2
5
.0
％

）
、
「
交

際
相

手
」
（
1
6
.7
％

）
の

順
に
多

い
。
「
学

校
の

教
員

・
ス
ク
ー
ル

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」
（
8
.3
％

）
、
「
公

的
相

談
機

関
」
（
8
.3
％

）
、
「
警

察
」
（
5
.6
％

）
､「
民

間
の

相
談

機
関

」
（
2
.8
％

）
は

、
い
ず
れ

も
１
割

以
下

。
○

相
談
し
な
か
っ
た
理
由
（
n
=
6
9
人
）
は
、
「
相
談
す
る
の
が
恥
ず
か
し

か
っ
た
」
（
3
9
.1
％
）
、
「
家
族
、
友
人
・
知
人
等
に
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
」

（
2
1
.7
％

）
、
「
自

分
の

責
任

な
の

で
、
自

分
で
な
ん
と
か

し
な
く
て
は

い
け

な
い
と
思

っ
た
か

ら
」
（
2
0
.3
％

）
、
「
自

分
に
も
悪

い
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思

っ
た
か
ら
」
（
1
8
.8
％
）
。

若
年

層
を
対

象
と
し
た
性

暴
力
被
害
等
の
実
態
把
握
の
た
め
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調

査
（
平

成
2
9
年

２
月

内
閣

府
男

女
共

同
参

画
局

）
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Ⅳ
取

組
状

況

①
法

令
に
基

づ
く
厳

正
な
取

締
り
等

の
推

進
【
警
察
庁
】

○
法
令
に
基
づ
く
厳
正
な
取
締
り
、
補
導
活
動
等
の
推
進

○
相
談
へ
の
適
切
な
対
応
の
推
進

○
地

方
公

共
団

体
に
お
け
る
取

組
（
条

例
の

整
備

等
）

②
教

育
・
啓

発
【
内

閣
府

、
法

務
省

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

等
】

○
児

童
、
生

徒
に
対

す
る
教

育
・
啓

発

○
若
年
層
の
女
性
に
対
す
る
教

育
・
啓

発

○
家

庭
、
保

護
者

等
に
対

す
る
教

育
・
啓

発

○
社
会
全
体
に
対
す
る
啓
発

○
相

談
員

、
支

援
者

に
対

す
る
研

修
、
教

育
・
啓

発

③
相

談
体

制
【
内

閣
府

、
警

察
庁

、
消

費
者

庁
、
法

務
省

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

】

学
校
、
関
係
機
関
の
各
相
談
窓
口
に
よ
る
対
応

④
保

護
・
自

立
支

援
【
厚
生
労
働
省
】

○
児

童
相

談
所

へ
の

通
告

、
婦

人
相

談
所

へ
の

相
談

○
児
童
相
談
所
に
よ
る
保
護
等

○
婦
人
相
談
所
等
に
よ
る
保
護
､自

立
支
援

⑤
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
違

法
・
有

害
情

報
、
人

権
侵

害
情

報
の

削
除

等
に
関

す
る
取

組
【
警

察
庁

、
総

務
省

、
法

務
省

】

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
違

法
・
有

害
情

報
の

通
報

の
受

付
、

制
度

的
な
環

境
整

備
、
民

間
事

業
者

に
よ
る
適

正
な
対

応
の

推
進

、
人
権
侵
犯
事
件
に
対
す
る
取
組

○
若

年
層

の
女

性
に
対

す
る
支

援

・
夜

間
巡

回
、
相

談
事

業
、
同

行
支

援
等

、
被

害
者

に
対

す
る
支
援

・
啓

発
活

動
、
情

報
発

信
等

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
違

法
・
有

害
情

報
の

削
除

の
支

援

○
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
に
関
連

す
る
業

界
団

体
に
よ
る
、
業

界
の

健
全

化
と
透

明
性

の
向

上
に
向

け
た
取

組

○
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
の

出
演

者
等

の
同

業
者

団
体

に
よ
る
、

人
権

擁
護

、
業

界
の

健
全

化
に
向

け
た
取

組

5

行
政

機
関

民
間

団
体

業
界

団
体

・
関

係
者

団
体
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Ⅴ
今

後
の

課
題

6

①
更

な
る
実

態
把

握

②
取

締
り
等

の
強

化
・

厳
正

な
取

締
り
の

徹
底

・
被

害
者

の
補

導
、
適

切
な
保

護
及

び
支

援
の

推
進

・
若

年
層

の
性

的
な
暴

力
の

被
害

に
係

る
取

組
状

況
の

把
握

と
情

報
の

共
有

の
推

進

③
教

育
・
啓

発
の

強
化

・
児

童
、
生

徒
等

が
被

害
者

と
な
ら
な
い
た
め
の

教
育

等
の

推
進

・
家

庭
や

学
校

に
対

す
る
支

援
・

被
害
者
や
そ
の
関
係
者
に
届

く
情

報
発

信
、
広

報
啓

発
等

・
社

会
全
体
や
各
地
域
に
対
す
る
啓
発

④
相

談
体

制
の

充
実

・
相

談
窓

口
の

周
知

、
環

境
整

備
・

相
談

員
の

対
応

能
力

の
向

上
、
関

係
機

関
等

の
連

携
構

築
・

性
犯

罪
･性

暴
力

被
害

者
の

た
め
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支

援
セ
ン
タ
ー
の

設
置

促
進

・
相

談
・
支

援
体

制
の

在
り
方

の
検

討

⑤
保

護
・
自

立
支

援
の

取
組

強
化

・
若

年
層

や
そ
の

家
族

へ
の

支
援

・
若

年
層

が
感

じ
る
不

安
な
ど
を
踏

ま
え
た
適

切
な
保

護
の

推
進

・
婦

人
保

護
事

業
の

在
り
方

の
見

直
し

・
中

長
期

的
な
支

援
の

在
り
方

に
つ
い
て
検

討

○
関

係
各

府
省

庁
は

、
更

な
る
実

態
把

握
を
始

め
、
以

下
の

各
課

題
に
つ
い
て
検

討
を
行

い
、
着

実
に
実

施
。

○
現

在
悩

み
苦

し
ん
で
い
る
被

害
者

の
支

援
及

び
今

後
の

新
た
な
被

害
者

を
生

ま
な
い
観

点
も
踏

ま
え
、
各

課
題

に
係

る
施

策
の

う
ち
、

速
や

か
に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る
又

は
取

り
組

む
こ
と
が

で
き
る
も
の

に
つ
い
て
は

、
相

互
に
連

携
し
、
ス
ピ
ー
ド
感

を
持

っ
て
対

応
。

○
更

な
る
実

態
把

握
そ
の

他
の

各
課

題
に
係

る
施

策
の

進
捗

状
況

等
を
踏

ま
え
、
法

的
対

応
も
含

め
、
被

害
の

予
防

及
び
回

復
に
向

け
た
必

要
な
対

策
に
つ
い
て
検

討
す
る
必

要
。
当

専
門

調
査

会
で
は

、
随

時
、
進

捗
状

況
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実

施
。

≪
今

後
の

課
題

≫
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女
性

に
対

す
る
暴

力
に
関

す
る
専

門
調

査
会

報
告

書
概

要

セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対

策
の

現
状

と
課

題
（
平

成
３
１
年
４
月

男
女

共
同
参

画
会
議

女
性

に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調
査

会
）

1

○
セ
ク
ハ
ラ
は
重

大
な
人

権
侵
害
で
あ
り
、
予

防
と
被
害
か
ら
の
回
復
の
た
め
の
取
組
を
推
進
し
暴
力
の
根
絶
を
図
る
こ
と
は
、
国
と
し
て
の
責
務
。

○
メ
デ
ィ
ア
と
行
政
間
で
の
セ
ク
ハ
ラ
事
案
（

H3
0.

4)
等
を
契
機
に
、
被

害
が

依
然

と
し
て
深

刻
で
あ
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
社

会
的
関
心
も
高

ま
り
。

○
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
「
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
」
（
H

3
0
.6
）
に
お
い
て
、

・
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
～
メ
デ
ィ
ア
・
行
政
間
で
の
事
案
発
生
を
受
け
て
の
緊
急
対
策
～
」
を
決
定
。

・
「
女

性
活
躍
加
速
の
た
め
の
重
点
方
針

2
0
1
8
」
に
セ
ク
ハ
ラ
対
策
に
係
る
項
目
を
新
設
。

○
女

性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調
査
会
で
は
、
平
成

3
0
年
６
月
以
降
６
回
に
わ
た
り
、
有
識
者
や
関
係
省
庁
か
ら
集
中
的
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。

■
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
及
び
指
針

職
場

に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
に
は
、
性
的
な
言
動
に
対
す
る
労
働
者
の
対
応

に
よ
り
、
労
働

条
件
に
つ
き
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
（
対
価

型
）
、
当
該
言
動

に
よ
り
労
働

者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
（
環
境
型
）
が
あ
り
、
事

業
主

に
対

し
、
雇

用
管
理
上
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
義

務
付
け
。

■
人
事
院
規
則

10
-1

0及
び
運
用
通
知

セ
ク
ハ
ラ
に
は
、
他
の
者

を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
、

職
員
が
他
の
職
員
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
外
の
性
的
な
言
動
が
あ
り
、
各

省
各

庁
の
長
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義

務
付
け
。
職
員
に

対
し
て
も
セ
ク
ハ
ラ
防
止
の
た
め
の
注
意
義
務
を
課
し
て
い
る
。

■
そ
の
他

セ
ク
ハ
ラ
行
為
は
、
そ
の
態
様
に
よ
り
、
現
行
法
の
下
で
も
、
刑

法
（
名
誉

棄
損
罪
、
脅
迫
罪
、
暴
行
罪
な
ど
）
や

ス
ト
ー
カ
ー
規

制
法

、
各
都
道
府
県

の
迷

惑
行

為
防
止
条
例
等
の
処
罰
規
定
に
該
当
し
得
る
。

■
企
業
に
お
け
る
取
組

女
性
（
2
5
～

4
4
歳
）
の
約

３
割

が
職
場
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
を
経
験
。

セ
ク
ハ
ラ
防
止
対
策
に
取
り
組
む
企
業
は

６
割

超
で
、
増
加
傾
向
。

■
教
育
分
野
に
お
け
る
取
組

教
員

へ
の
信
頼
や
教
員
が
持
つ
権
力
・
社
会
的
影
響
力
に
対
す
る
恐
れ
な
ど

を
背

景
に
生
じ
や
す
い
。
全

て
の
大
学
（
国
公
私
立

7
6
4
校
）
で
取
組

を
実
施
。

■
ス
ポ
ー
ツ
分
野
に
お
け
る
取
組

仲
間
意
識
や
共
通
の
利
害
な
ど
か
ら
問

題
が

顕
在
化
し
に
く
い
傾
向
。
ス
ポ
ー

ツ
統
括
組
織
の
半
数
以
上
が
倫
理

的
問
題
等
の
規
程
等
が
な
い
。

■
緊
急
対
策
に
つ
い
て

新
た
な
取
組
で
あ
る
幹

部
職

員
等

へ
の
研
修
は
全

4
1
府
省
庁
で
実
施
、
各
府

省
庁
に
お
け
る
外
部
の
者
か

ら
の
通
報
窓
口
の
整
備
は

H
3
0
年
度
中
に
実
施
済
。

■
欧
米
を
中
心
と
し
た
諸

外
国
の
法
制
度
に
つ
い
て
有
識
者
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
。

経
緯

報
告

書
の

内
容

Ⅰ
 
国
内
に
お
け
る
法
制
度

Ⅱ
国
内
に
お
け
る
取
組
状
況

Ⅲ
諸
外
国
に
お
け
る
法
制
度
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２
機
運
の
醸
成
、
教
育
啓
発
・
研
修
の
充
実

2

Ⅳ
今
後
の
課
題

１
基
本
認
識

●
セ
ク
ハ
ラ
は
重

大
な
人

権
侵
害
で
あ
り
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
。

●
今
後
、
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
係
る
禁
止
規
定
な
ど
を
検
討
す
る
際
は
、
諸

外
国
に
お
い
て
は
、
セ
ク
ハ

ラ
（
性

的
性
質
を
有
す
る
言
動
）
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
別
役
割
分
担
意
識

に
基
づ
く
言
動
）
が
区
別

さ
れ
、

別
個

の
法
理
構
成
と
立
法
化

が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

●
企
業
で
は
、
取
組
が
進
ん
で
い
な
い
管

理
職

に
対

す
る
研
修
、
中

小

企
業

等
を
対

象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
・
個
別
企
業
に
対
す
る
支
援

。

●
ス
ポ
ー
ツ
分

野
で
は
、
関

連
規

程
の

作
成

、
指
導
者
を
対
象
に
し
た

研
修

、
処
分
事

案
の
情
報
公
開

な
ど
の

問
題

を
潜
在
化
さ
せ

な
い
取
組
。

３
相
談
体
制
の
整
備
と
実
効
性
の
確
保

●
都
道
府
県
労
働
局
が
対
応
し
て
い
な
い
休

日
や

メ
ー
ル
に
よ
る
相

談

受
理

等
、
被

害
者
が
相
談
し
や
す
い
相
談
体
制
の
整
備
の

検
討
。

●
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
二
次
被
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
教
育

な
ど
の

相
談

員
の

質
を
向
上
さ
せ
る
必
要
。

●
人
事
院
に
開
設
さ
れ
る
一

元
的

な
窓
口
の
周
知

、
実
際
の
相
談
内
容

を
踏
ま
え
た
よ
り
良

い
相

談
対
応
を
目
指
し
た
見
直
し
。

４
実
態
把
握

●
セ
ク
ハ
ラ
防
止
対
策
の
検
討
に
は
被

害
実

態
や
取
組
状
況
の
把
握

が
必

須
。
相
談
件
数
も
被
害
実
態
を
把
握
す
る
う
え
で
重
要

な
要
素
。

●
特
に
教

育
、
ス
ポ
ー
ツ
分
野
は
、
取

組
状
況
に
も
偏
り
が
み
ら
れ
る
と

の
指
摘
が
あ
り
、
実
態
把
握
等
が
必
要
。

(1
)
セ
ク
ハ
ラ
規
制
に
関
す
る
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い

諸
外
国
の
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す
る
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
セ
ク
ハ
ラ
を
人
の
尊
厳
や

人
格
権
の
侵
害
と
と
ら
え
る
人

格
権

ア
プ
ロ
ー
チ
と
セ
ク
ハ
ラ
を
性
差
別
と
と
ら
え
る

性
差

別
（
平
等
）
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
（
併
存
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
。

(2
)
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
概
要

人
格

権
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
刑

法
や
特

別
法
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
規
制
し
、
性

差
別
ア

プ
ロ
ー
チ
で
は
、
差

別
禁

止
法
等
で
規
制
。

日
本

は
人
格
権
ア
プ
ロ
ー
チ
で
セ
ク
ハ

ラ
を
把

握
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(3
)
我
が
国
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
規
制
の
検
討
課
題

セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
規
制
す
る
関
係
法
令
に
よ
っ
て
、
規
制
対
象
と
な
る
行
為
の
定
義

や
要
件
は
異
な
っ
て
お
り
、
定

義
の

統
一

の
必
要
性
、
規
制
の
在
り
方
の
問
題
を
含

め
た
総

合
的

な
規
制
の
方
向
性
に
関
す
る
前
提
的
な
議
論
が
課
題
。

セ
ク
ハ
ラ
の
問
題
は
、
学

術
・
教

育
分
野
や
政
治
分
野
な
ど
に
も
広

く
存
在

し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
分
野
を
含
め
た
広
範
か
つ
包
括
的
な
視
点
が
必
要
。

刑
罰

は
副
作
用
の
大
き
い
劇
薬
の
よ
う
な
手
段
で
あ
り
、
ま
ず
は
労
働
法
や
民
事

法
、
懲
戒
な
ど
の
考
え
得
る
手
段
を
講
ず
べ
き
。

セ
ク
ハ
ラ
罪
を
規
定
す
る
諸
外
国
で
あ
っ
て
も
、
我
が
国
と
比
較
し
て
処

罰
で
き
る

行
為

（
の
範
囲
）
に
は
そ
れ
ほ

ど
差
が
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

(4
)
中
長
期
的
課
題

行
為

者
に
刑
事
罰
に
よ
る
制
裁
を
科
す
こ
と
、
行
為
者
等
に
対
す
る
損

害
賠
償
の

請
求

の
根
拠
を
法
律
で
設
け
る
こ
と
に
は
、
他
法
令
と
の
関
係
の
整
理
や
違
法
と
な

る
行
為
の
明
確
化
等
の
種
々
の
課
題
が
あ
り
中
長
期
的
な
検
討
を
要
す
る
。

教
育
や
ス
ポ
ー
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
労

働
分

野
に
限
ら
な
い
セ
ク
ハ

ラ
を
包
括
的
に

規
定

す
る
法
制
化

に
つ
い
て
、
必
要
性
の
有
無
を
含

め
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
。

５
法
制
度
に
関
す
る
比
較
検
討
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